
 

松山市における「中学生向け独占禁止法教室」の開催について 

 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ０ 日 

公正取引委員会事務総局 

四 国 支 所 

 

  公正取引委員会は、将来を担う中学生に対し、早い段階で独占禁止法の役

割を理解してもらうために、これまで全国各地の中学校において、当委員会

の職員による「中学生向け独占禁止法教室」を開催してきています（別紙参

照）。 

このたび、公正取引委員会では、その一環として、同教室を下記のとおり

開催することとしました。 

 

記 

 

１ 実施日  令和８年１月３０日（金） 

        １時間目 ８：３５～９：２５ 

        ２時間目 ９：３５～１０：２５ 

        ３時間目 １０：４０～１１：３０ 

        ５時間目 １３：２０～１４：１０ 

６時間目 １４：２０～１５：１０ 

 

２ 場 所  愛光中学校 

（松山市衣山５－１６１０－１） 

 

３ 講 師  公正取引委員会事務総局四国支所 職員 

 

４ 対象者  愛光中学校３年生（５クラス） 

 

５ 内 容  シミュレーションゲームで学ぶ競争の重要性、独占禁止法

違反行為の紹介、模擬立入検査等 

 

※ 今回の独占禁止法教室は、授業中のカメラ撮影、傍聴取材が可能です。

御希望の場合には、令和８年１月２６日（月）１５時までに、次の問い合

わせ先に御連絡ください。 

 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局 四国支所 総務課 

          電話 ０８７－８１１－１７５０(代表) 北尾、直井 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/ 



独占禁止法の役割や市場経済での競争の

重要性等について伝える出前授業です！

公正取引委員会の
活動を伝えるため、
事件調査の様子を
寸劇で再現。

シミュレーション
ゲーム

市場経済、競争、
独占禁止法等、社会
の授業で習う語句に
ついて詳しく説明。

キーワードを学習

立入検査、
事情聴取の紹介

スマートフォンを
販売する競争を行い、
市場の仕組みや競争
の重要性を体感。

の御案内

別紙


